
　「童謡の里たつの」から生まれた新しい童謡が世代を超えて歌い継がれる
ことを目指し、童謡歌唱コンクールを開催します。
募集要項

応募部門  個人部門　個人又は４人以下のグループ（斉唱に限る）
 合唱部門　５人以下のグループ（混声、同声いずれも可）
応募資格  個人部門は兵庫県在住、在勤、在学の方で年齢は問いません。

 合唱部門は活動拠点が兵庫県内であること。伴奏楽器はピアノとします。（応募時はアカペラ可）
課 題 曲  個人・合唱部門ともに課題曲一覧から１曲選曲してください。

 ※課題曲一覧は募集チラシ、ホームページに掲載しています。
応募方法  【電子メールでのお申し込みの場合】

 参加申込書、歌を録音した音声データを添付のうえ、電子メールにてお申し込みください。　
 【持参又は郵送でのお申し込みの場合】

参加申込書をご記入の上、歌を録音したCD又はカセットテープを持参又は郵送にて、下記応募先へ
お申し込みください。
※申込書の入手方法・メールアドレス等詳しくは、市内公共施設等に設置の募集チラシ又はホームページを

ご覧ください。
審査方法  第一次審査（歌を録音したCD・カセットテープ・音声データによる審査）後、最終審査があります。
参 加 料  1曲につき1,000円（ただし、全員が高校生以下の場合は無料）
最終審査  令和５年２月５日（日） 赤とんぼ文化ホール（大ホール）にて行います。

応募締切   ９月30日（金）※郵送の場合、当日消印有効
応募・問い合わせ先   （公財）童謡の里龍野文化振興財団 赤とんぼ文化ホール「たつので生まれた童謡歌唱コンクール係」
（☎63・1888、  63・2026、  doyonosato@tatsuno-cityhall.jp、  https://www.tatsuno-cityhall.jp/abh/

〒679-4167 たつの市龍野町富永）

あなたの歌を聴かせてください！
「第５回たつので生まれた童謡歌唱コンクール」参加者募集中

「わくわく体験（オープン保育）」を開催

７月１日から福祉医療費受給者証が変わります

特定医療費（指定難病）受給者証の更新について

脳の健康度チェックをしませんか？

児童手当・特例給付のお知らせ

　たつの市内の「保育所（園）」「認定こども園」の生活や遊びの様子を
知っていただくために、「わくわく体験（オープン保育）」を開催します。

　福祉医療費助成制度（○移 高齢期移行医療・○障 重度障害者医療・○乳 乳幼児等医療・○こ こども医療・○母 母子家庭等
医療・○高 高齢重度障害者医療）は、毎年一回、７月１日付けで受給者証を更新しています。
　この制度には所得制限があり（○乳 乳幼児等医療・○こ こども医療（中学３年生まで）は除く）、受給の可否を本人及
び扶養義務者等の前年中の所得で判定します。令和４年１月１日に市内に住所がなかった方は、所得判定ができませ
んので、令和４年１月１日現在の住所地で所得・課税証明書の交付を受け、市へ提出してください。
　提出が必要な方には別途案内いたします。
　また、令和４年７月から、○こ こども医療については対象者を高校生まで、○母 母子家庭等医療については所得基準を
児童扶養手当が全部支給となる額から一部支給となる額未満に拡充します。
　対象となる方には、４月下旬に申請の案内を送付させていただいておりますので、未申請の方は、早急に申請をお
願いします。
　申請されていない方は、所得制限額未満でも受給者証を交付できませんので、ご了承ください。
　申請の結果、所得制限額未満の方には受給者証を、所得制限額を超えている方には非該当通知を６月下旬に送付
します。
▶国保医療年金課（☎64・3240）、●新 地域振興課（☎75・0253）、●揖 地域振興課（☎72・2523）

●御 地域振興課（☎322・1451）

　令和４年10月31日まで有効な受給者証をお持ちの方で、11月１日以降も引き続き受給者証の交付を希望される方
は、以下のとおり更新申請を行ってください。
更新申請受付期間   ６月13日（月）～８月19日（金）
※10月31日（月）まで更新申請の受け付けは可能ですが、新しい受給者証の発送は、11月１日以降となりますので、ご留意

ください。
※更新手続きのご案内は、更新受付開始日までに、各受給者宛てにお送りします。案内が更新受付開始日までに届かな

い場合は、お問い合わせください。
※今年度は有効期間の延長は予定していません。

申請・問い合わせ先   龍野健康福祉事務所 地域保健課（☎0791・63・5139）

　体の健康と同じように、脳の健康について考え認知症予防に取り組んでみませんか。
タブレット（脳活バランサー）で認知機能チェック
　簡単なタッチパネル操作で楽しく、短時間で認知機能を測定でき、結果はその場でお返しします。おひとり当たり
所要時間は約20分です。 ※電話又は地域包括支援課窓口で事前予約が必要です。
◇実施場所及び実施時間

▶児童福祉課（☎64・3153）、●新 地域振興課市民健康福祉係（☎75・0253）
●揖 地域振興課市民健康福祉係（☎72・2523）、●御 地域振興課市民健康福祉係（☎322・1451）

こそだて

こそだて

※新型コロナウイルスの感染状況によっては延期となる場合があります。
内 容  １時間程度の施設見学、生活・遊びの見学など（現地集合・現地解散）
 大人のみの参加も可　 ※マスク着用、上履き持参（お子様も可能であればご準備ください）
申込方法  申込書は、幼児教育課及び各総合支所地域振興課に設置しています。
 ※右のQRコードから申し込むこともできます。
申込・問い合わせ先   幼児教育課（☎64・3126）

園　名 日時 ・ 所在地 ・ 電話番号

龍野太陽保育園（私立） ７月27日（水）10時 ～11時
揖保町今市334-1（☎67・1351）

実施日 場所 時間 実施日 場所 時間
 7 月  7日（木） 神岡コミュニティセンター 13：30～15：30 10月17日（月） 東栗栖コミュニティセンター 13：30～15：30
 7 月14日（木） 河内コミュニティセンター 13：30～15：30 11月  4日（金） 越部コミュニティセンター 9：30～11：30
 8 月16日（火） 誉田コミュニティセンター 13：30～15：30 11月24日（木） 西栗栖コミュニティセンター 13：30～15：30
 8 月25日（木） 揖保川公民館 9：30～11：30 12月  6日（火） 梅香園 9：30～11：30
 9 月  7日（水） 半田コミュニティセンター 9：30～11：30 12月  9日（金） 香島コミュニティセンター 9：30～11：30
 9 月16日（金） 小宅公民館 13：30～15：30  1 月12日（木） 揖保コミュニティセンター 9：30～11：30
 9 月21日（水） 御津総合支所 13：30～15：30  1 月17日（火） 新宮総合支所 13：30～15：30
10月12日（水） 揖西コミュニティセンター 9：30～11：30 通年（平日） 地域包括支援課窓口 9：30～15：30 【児童手当・特例給付の支給日について】

　児童手当・特例給付（２月～５月分）は、６月15日（水）に
支給します。出生や転入などで新規に申請された方は、原
則、申請月の翌月分から支給開始となります。
　ただし、令和３年度現況届が未提出の方は、６月に支
給ができません。次回の支給月は10月です。まだ提出
されていない方は、至急提出してください。

【児童手当・特例給付現況届の提出について】
　令和４年度以降の現況届が原則、提出不要となりま
した。
　ただし、受給者と配偶者及び児童の住所が異なる場
合など、引き続き提出が必要な場合もあります。
　該当する方には現況届を郵送しています。　
　詳しくは、市ホームページをご確認ください。

自宅で気軽に脳の健康度（ブレインパフォーマンス）チェック
ご自身のスマートフォンやタブレット、パソコンを使ってトランプゲームをしながら気軽に脳年齢測定ができます。

◇利用方法	 地域包括支援課へメールでお申し込みください。メールには①脳の健康度チェック希望
 ②氏名 ③生年月日④電話番号を明記してください。申込受付が完了次第、地域包括支
 援課からご連絡します。こちらのＱＲコードから申し込みすることもできます。→

申込・問い合わせ先   地域包括支援課（☎64・3125、  chiikihokatsushien@city.tatsuno.lg.jp）

◇費用　無料
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